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お
知
ら
せ�

�

　
笑
学
校
イ
ン
北
秋
田
市
民
病
院�

期
日
　
６
月
20
日（
日
）�

時
間
　
13
時
〜
15
時�

場
所
　
北
秋
田
市
民
病
院�

授
業
内
容
　
▼
①
保
健「
ク
リ
ニ
ッ
ク

漫
談
」南
々
亭
骨
太
▼
②
道
徳「
も
の
ま

ね
漫
談
」道
路
工
事
は
げ
ま
ろ
▼
③
社

会「
バ
ラ
エ
テ
ィ
ー
漫
談
」ア
フ
タ
ー
・

バ
ス
▼
④
音
楽「
秋
田
弁
シ
ャ
ン
ソ
ン
」

紙
吹
雪
亭
ヘ
ラ
ヘ
ラ
▼
⑤
国
語「
歌
謡

漫
談
」微
笑
美
亭
皆
悦
朗
▼
⑥
総
合
学

習「
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
漫
談
」人
星
亭
喜
楽

駄
朗
▼
お
わ
り
の
会「
大
笑
い
体
操
」�

※
参
加
無
料
、申
込
み
不
要
、直
接
会
場

に
お
こ
し
く
だ
さ
い�

　
　
日
本
笑
い
学
会
東
北
支
部
秋
田
県

人
会（
幹
事
＝
人
星
亭
喜
楽
駄
朗
）�

　
　
a

０
９
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５
２
３
２-

８
０
０
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　「
自
動
車
の
不
正
改
造
は
犯
罪
で
す
」

　
６
月
は
不
正
改
造
車
排
除
強
化
月
間

　
▼
ク
リ
ア
レ
ン
ズ
等
不
適
切
な
灯
火

器
の
取
り
付
け
▼
運
転
者
席
、助
手
席

の
窓
ガ
ラ
ス
へ
の
着
色
フ
ィ
ル
ム
の
貼

り
付
け
▼
タ
イ
ヤ
、ホ
イ
ー
ル
の
車
体（
フ
ェ

ン
ダ
ー
）外
へ
の
は
み
出
し
▼
基
準
外

ウ
イ
ン
グ
の
取
り
付
け
▼
基
準
不
適
合

マ
フ
ラ
ー
の
取
り
付
け
等
は
、法
律
に

よ
り
禁
じ
ら
れ
て
い
ま
す
。�

　
　
国
土
交
通
省
秋
田
陸
運
支
局�

　
　
　
a

０
１
８-

８
６
３-

５
８
１
４�

　
第
９
回
秋
田
県
障
害
者
技
能
競
技

　
大
会
の
参
加
者
募
集�

期
日
　
７
月
17
日（
土
）�

場
所
　
県
立
秋
田
技
術
専
門
校（
秋
田
市
）�

種
目
　《
身
体
・
精
神
障
害
者
対
象
》＝

日
本
語
ワ
ー
ド
プ
ロ
セ
ッ
サ
ー
、表
計
算�

《
知
的
障
害
者
対
象
》＝
木
工
、縫
製
、パ

ソ
コ
ン
デ
ー
タ
入
力
、喫
茶
サ
ー
ビ
ス�

　
　（
社
）秋
田
県
雇
用
開
発
協
会�

　
　
　
a

０
１
８-

８
６
３-

４
８
０
５�

　
県
司
法
書
士
会
無
料
相
談
会

期
日
　
６
月
16
日（
水
）、７
月
21
日（
水
）�

時
間
　
14
時
〜
17
時�

場
所
　
サ
ン
ク
レ
ア
大
館（
大
館
市
）�

内
容
　
不
動
産
・
会
社
・
法
人
の
登
記
、

多
重
債
務
、成
年
後
見
等
の
面
談
相
談�

申
込
み
　
事
前
に
予
約
専
用
電
話（
a

０
１
８-
８
２
４-

０
０
５
５
）で
申
込
み

く
だ
さ
い《
毎
月
先
着
８
件
ま
で
》　�

　
　
秋
田
県
司
法
書
士
会�

　
　
　
a

０
１
８-
８
２
４-

０
１
８
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平
成
22
年
度「
調
理
師
試
験
」�

試
験
日
　
８
月
25
日（
水
）�

時
間
　
13
時
30
分
〜
15
時
30
分�

試
験
会
場
　
秋
田
県
庁
ほ
か�

願
書
配
布
　
６
月
14
日（
月
）〜
７
月
２
日（
金
）�

受
付
期
間
　
６
月
23
日（
水
）〜
７
月
２
日（
金
）�

配
布
・
受
付
場
所
　
北
秋
田
保
健
所�

　
　（
土
日
を
除
く
９
時
〜
17
時
ま
で
）�

　
　
北
秋
田
保
健
所�

　
　
　
　
　
　
　
　
a

62-

１
１
６
５

問

問

市有財産を売却します�

　市が所有する土地を一般�

競争入札で売却します。�

①北秋田市阿仁幸屋渡字前野54番９

　宅地　451.87㎡�

②北秋田市阿仁水無字大町105番10

　宅地　467.07㎡�

③北秋田市阿仁水無字大町105番11

　宅地　500.83㎡�

④北秋田市阿仁水無字大町105番13�

　北秋田市阿仁水無字稲荷堂脇17番５

　宅地　441.35㎡�

【入札参加受付】※土日を除く�

　期間　６月１日（火）～６月11日（金）�

　時間　８時30分～17時15分�

【入札日】�

　日時　６月16日（水） 10時～　�

　場所　市役所３階 大会議室�

　　財政課管財班 a62-6603問

問

問
し
ょ
う
が
っ
こ
う

問

◎チケット販売中《前売り》�
たまり席（１名様）12,000円※�
マ ス 席（４名様）40,000円※�
相席マス（１名から）10,000円※�
い す 席（１名様）  8,000円�
２階Ｓ席（１名様）  8,000円�
２階Ａ席（１名様）  7,000円�
※は記念座布団付� ◎４歳から入場券が必要です�

大相撲北秋田場所実行委員会　TEL62-4012／FAX62-5540

と　き  ８月11日（水）
ところ  北秋田市鷹巣体育館
と　き  ８月11日（水）
ところ  北秋田市鷹巣体育館

大相撲北秋田場所大相撲北秋田場所大相撲北秋田場所
豪
風
（
北
秋
田
市
出
身
）

豪
風
（
北
秋
田
市
出
身
）�

豪
風
（
北
秋
田
市
出
身
）� 横

綱
横
綱 

白
鵬
白
鵬�

横
綱 

白
鵬�
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お・知・ら・せ�

①南鷹巣団地・・・鷹巣字平崎上岱13-2�

　簡易耐火２階建　２ＤＫ　浴槽・風呂釜なし�

　月　額　9,200円～23,000円　※７戸募集�

②林岱団地･･･八幡岱新田字林岱89-1★�

　木造平屋１戸建　３ＤＫ　浴槽・風呂釜なし�

　月　額　10,400円～20,400円�

③畑町団地･･･阿仁水無字畑町東裏147�

　木造平屋長屋建　１ＬＤＫ�

　月　額　19,400円～38,200円

④上新町団地･･･阿仁水無字上新町東裏4-6★�

　木造２階２戸建　３ＬＤＫ�

　月　額　16,400円～32,300円�

⑤東裏簡２団地･･･阿仁水無字畑町東裏49-1�

　簡易耐火２階建　２ＤＫ�

　月　額　10,500円～20,700円�

⑥サンコーポラスなかたい住宅�

　　　　　　　　　･･･鷹巣字東中岱51-1�

　鉄筋コンクリート造５階建　３ＤＫ�

　月　額　43,100円　共益費　800円�

　駐車場使用料　3,000円（希望者のみ）�

〔募集戸数〕　各階１戸（２階を除く）�

※★印の住宅は単身入居不可です�

※サンコーポラスなかたい住宅の１階には、

加齢や身体の障害等で階段の昇降に支障が

ある方がいる世帯の入居に限ります�

【敷　金】　家賃の３ヵ月分（退去時までの預り金）�

【入居資格】�

・収入基準を満たすこと�

・住宅に困窮していることが明らかなこと�

・公租公課を滞納していないこと�

【募集期間】　６月１日（火）～10日（木）土日除く�

【申込み先】　都市計画課（森）／生活課（鷹）／

合川総合窓口センター／阿仁総合窓口センター�

市営住宅�
入居者募集�

【現地案内】�

　日時　６月４日（金）又は７日（月）�

　▽阿仁地区11:00～  ▽鷹巣地区13:30～

　▽合川地区15:30～�

問 都市計画課 建築住宅班　a72-5246 問

　市では、災害時に要援護者（一人暮らしの�
高齢者や障害者）が安全に避難したり円滑な�
救助活動を受けたりできるよう、地域の中で�
日頃からその状況を把握し、声かけなどをし�
ていく支援体制作りを進めています。�
　支援を受けるためには「災害時要援護者登録申請兼
登録台帳」への登録申請が必要です。�

子ども�「現況届」の提出が必要です�
該当者には６月中旬頃に用紙を送付します�

　子ども手当の受給者は、毎年６月中に養育等の状況確認の

ため「現況届」を提出することになっています。�

　該当者には６月中旬頃に用紙を送付しますので、６月１日

における状況をご記入のうえ提出してください。�

　公務員の方は、勤務先へ提出してください。�

提出期間 ６月17日（木）～６月30日（水） 土日を除く

送付された文書をご参照願います提出書類

提 出 先 福祉課こども福祉班／合川総合窓口センター�
森吉総合窓口センター／阿仁総合窓口センター

　　福祉課こども福祉班　a62-6638

手当�

今年度に限り「現況届」の提出が不要の方

新中学校２･３年生の養育者
所得制限等で児童手当を受給していなかった養育者

今年度に限り「現況届」の提出が不要の方

受付時間 ８時30分～17時15分
《福祉課こども福祉班窓口では、６月21日～�
　25日の間19時まで延長して受付します。》

問

災害時要援護者避難支援制度�
さい がい じ ようえん ご しゃ なんひ し えん せい ど

　要援護者の地区関係者及び市は、要援護者本人の意
向を極力尊重した上で、原則として要援護者１人に対
し２人程度の避難支援者を選出します。避難支援者は、
要援護者に対し、日常生活での声かけ、安否確認、相
談等及び災害時の避難誘導、救出活動、安否確認の支
援を行います。�

支援内容

　福祉課及び各総合窓口センターにある様式で登録申
請をお願いします。申請は随時受付けています。�

登録について

福祉課 地域福祉班　a62-8001


